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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引張塑性領域（Ａ）に対する引張弾性領域（Ｂ）の面積比（Ｂ／Ａ）が０.０１５以下
で、延伸率が２５０％以上である基材フィルム；及び前記基材フィルム上に形成された粘
着層；を含み、
　前記基材フィルムは、ウレタンアクリレートオリゴマー３０重量％～７０重量％、アク
リレートモノマー３０重量％～７０重量％、及び光開始剤０．０１重量％～５．０重量％
を含む組成物の硬化生成物であり、
　前記ウレタンアクリレートオリゴマーの重量平均分子量が１４，８００～１５，５００
であり、
　前記アクリレートモノマーは、イソボニルアクリレート及び２―ヒドロキシエチルアク
リレートを含み、
　前記引張塑性領域（Ａ）に対する引張弾性領域（Ｂ）の面積比（Ｂ／Ａ）及び延伸率は
、横方向に１０ｍｍ、縦方向に８０ｍｍ、厚さ１６０μｍのサイズの前記基材フィルムの
試片を、該試片の縦方向の上端と下端からそれぞれ２０ｍｍの部分を測定機器で固定し、
３００ｍｍ／ｍｉｎの引張速度の条件で前記試片が切断されるまで引張試験を行うことに
より測定されたものであることを特徴とする粘着フィルム。
【請求項２】
　前記基材フィルムの厚さが５０μｍ～３００μｍであることを特徴とする、請求項１に
記載の粘着フィルム。
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【請求項３】
　前記粘着層は、シリコン系粘着剤、合成ゴム系接着剤、天然ゴム系粘着剤またはアクリ
ル系粘着剤を含むことを特徴とする、請求項１に記載の粘着フィルム。
【請求項４】
　前記粘着層の厚さが０．５μｍ～５０μｍであることを特徴とする、請求項１に記載の
粘着フィルム。
【請求項５】
　前記粘着層上に形成された剥離フィルムをさらに含むことを特徴とする、請求項１に記
載の粘着フィルム。
【請求項６】
　ウレタンアクリレートオリゴマー３０重量％～７０重量％、アクリレートモノマー３０
重量％～７０重量％、及び光開始剤０．０１重量％～５．０重量％を含む組成物を用意す
るステップ；
　前記組成物を硬化することによって基材フィルムを形成するステップ；及び
　前記基材フィルム上に粘着層を形成するステップ；を含み、
　前記ウレタンアクリレートオリゴマーの重量平均分子量が１４，８００～１５，５００
であり、
　前記アクリレートモノマーは、イソボニルアクリレート及び２―ヒドロキシエチルアク
リレートを含み、
　前記基材フィルムは、引張塑性領域（Ａ）に対する引張弾性領域（Ｂ）の面積比（Ｂ／
Ａ）が０．０１５以下で、延伸率が２５０％以上であり、
　前記引張塑性領域（Ａ）に対する引張弾性領域（Ｂ）の面積比（Ｂ／Ａ）及び延伸率は
、横方向に１０ｍｍ、縦方向に８０ｍｍ、厚さ１６０μｍのサイズの前記基材フィルムの
試片を、該試片の縦方向の上端と下端からそれぞれ２０ｍｍの部分を測定機器で固定し、
３００ｍｍ／ｍｉｎの引張速度の条件で前記試片が切断されるまで引張試験を行うことに
より測定されたものであることを特徴とする粘着フィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエハー表面保護粘着フィルム及びその製造方法に関し、より詳細に
は、前記粘着フィルムをウエハーに付着させた後で切断するときに発生するバリ（Ｂｕｒ
ｒ）を最小化することを特徴とする粘着フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、電子製品の小型化及び軽量化などが急激に進められており、これによって、半導
体パッケージのリードレス（ｌｅａｄｌｅｓｓ）化、薄型化及びチップの高集積化に対す
る要求も増加している。このような要求に対応して、前記半導体パッケージに含まれるウ
エハーの大口径化及び薄型化に対する要求も増加している。
【０００３】
　しかし、大口径化の進行により、バックグラインディング工程中にウエハー汚染及び亀
裂発生などのウエハーの損傷が頻繁に発生しており、これによって、ウエハー加工用保護
フィルムの役割がさらに重要視されている。
【０００４】
　韓国公開特許第１０―２００７―００１９５７２号では、アクリル系ポリマーで形成さ
れる中間層の初期弾性率、損失正接及びゲル分率などを限定し、ウエハー表面の凹凸の高
低差が大きくてもその凹凸に追従できる粘着シートは提供するが、工程過程でのウエハー
の切断時における切断性が著しく劣悪であるという問題を依然として有している。このよ
うに、保護フィルムの切断性が低下する場合、半導体加工工程の途中にフィルムの切断不
良問題によって半導体加工工程が不連続的に行われるしかなく、工程の効率性が低下する
ので、これに対する研究が持続的に進められている実情にある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記問題を解決するために、本発明は、半導体ウエハー表面保護粘着フィルムに関し、
粘着フィルムが含む基材フィルムの弾性と靭性を調節することによって、半導体ウエハー
表面に粘着フィルムを接合して切断するときに発生する粘着フィルムの切断屑を最小化す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明は、引張塑性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面積
比（Ｂ／Ａ）が０．０１５以下で、延伸率が２５０％以上である基材フィルム；及び前記
基材フィルム上に形成された粘着層；を含むことを特徴とする粘着フィルムを提供する。
【０００７】
　また、本発明の他の目的を達成するために、本発明は、ウレタンアクリレートオリゴマ
ー及びアクリレートモノマーを含む組成物を用意するステップ；前記組成物を硬化するこ
とによって基材フィルムを形成するステップ；及び前記基材フィルム上に粘着層を形成す
るステップ；を含み、前記基材フィルムは、引張塑性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面
積比（Ｂ／Ａ）が０．０１５以下で、延伸率が２５０％以上であることを特徴とする粘着
フィルムの製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　半導体製造工程で切断性、付着性及びクッション性に優れた本発明の粘着フィルムを使
用することによって、ウエハーバックグラインディングなどの半導体製造工程における生
産効率を著しく向上させることができる。
【０００９】
　また、本発明の製造方法によって生産された粘着フィルムを使用することによって、ウ
エハーに前記粘着フィルムを付着させて切断するときにフィルムから異物が発生せず、切
断面がきれいになるので、バリの発生を最小化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施例に係る粘着フィルムの断面図である。
【図２】本発明の一実施例に係る剥離フィルムを含む粘着フィルムの断面図である。
【図３】基材フィルムの引張実験で得られる引張曲線（ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ　ｇｒａｐ
ｈ）を示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の利点及び特徴、そして、それらを達成する方法は、後述する各実施例を参照す
れば明確になるだろう。しかし、本発明は、以下で開示する各実施例に限定されるもので
はなく、互いに異なる多様な形態に具現可能である。ただし、本実施例は、本発明の開示
を完全にし、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に発明の範疇を完全に知ら
せるために提供されるものであって、本発明は、請求項の範疇によって定義されるものに
過ぎない。明細書全体にわたって同一の参照符号は同一の構成要素を示す。
【００１２】
　以下、本発明について詳細に説明する。
【００１３】
　粘着フィルム
【００１４】
　本発明は、引張塑性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）が０．０１５以
下で、延伸率が２５０％以上である基材フィルム；及び前記基材フィルム上に形成された
粘着層；を含むことを特徴とする粘着フィルムを提供する。
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【００１５】
　降伏強度は、基材フィルムの引張試験で得られる引張曲線において弾性領域から塑性領
域への転換点での力を意味し、降伏強度を基準にして引張長さ０から降伏強度までの引張
曲線積分面積を引張弾性領域面積といい、降伏強度から一定引張長さまでの引張曲線積分
面積を引張塑性領域面積という。このとき、弾性領域は、物質に荷重を与える間に荷重を
除去する場合、物質が初期状態に回復する領域を意味し、塑性領域は、弾性領域とは反対
に、荷重を除去するとしても物質が元の状態に戻ってこない領域を意味する。
【００１６】
　本発明の場合、半導体ウエハーの切断時に発生するバリを最小化できる半導体ウエハー
表面保護粘着フィルムを提供することを目的とするが、このとき、基材フィルムの引張塑
性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）が０．０１５以下であることを特徴
とする。前記面積比は、０．００５～０．０１５であることが好ましい。前記面積比は、
引張弾性領域Ｂの面積／引張塑性領域Ａの面積で計算するが、前記の面積比が０．０１５
を超える場合、バリが多く発生するという問題がある。また、バリ発生の最小化という点
で、引張弾性領域の面積／引張塑性領域の面積としての面積比を０．０１以下にしてもよ
い。
【００１７】
　より具体的に、半導体ウエハーに適用する粘着フィルムにおいて、前記粘着フィルムが
含む基材フィルムの引張実験時、弾性領域が塑性領域より大きい場合は、優れた弾性を維
持できるが、ウエハー研磨工程時にウエハーがある程度反る現象、すなわち、ウエハーが
ねじれる現象が発生するおそれがあり、弾性領域が塑性領域より小さい場合は、基材フィ
ルムの弾性が低下し、基材フィルムがべとついたりぐにゃぐにゃした状態に維持され、ウ
エハーの切断時にバリの発生が少ないという長所がある。そのため、基材フィルムの弾性
領域と塑性領域の比率は、一定の粘着力及び形状を維持し、バリの発生を最小化させる重
要な調節要因になる。
【００１８】
　また、前記基材フィルムの引張試験で測定された延伸率が２５０％以上であることを特
徴とする。延伸率上限は、これに制限されることはないが、２５０％～４００％以上であ
ることが好ましい。前記延伸率は、引張試験時に材料が伸びる比率を言うが、基材フィル
ムの延伸率が２５０％未満である場合、ウエハー研磨工程時にウエハーの亀裂または損傷
が発生するおそれがある。
【００１９】
　前記基材フィルムは、ウレタンアクリレートオリゴマー３０重量％～７０重量％、及び
アクリレートモノマー３０重量％～７０重量％を含むことを特徴とする。前記ウレタンア
クリレートオリゴマーが３０重量％未満である場合は、光重合性組成物への硬化収縮率が
増加するので基材フィルムの具現が難しく、前記ウレタンアクリレートオリゴマーが７０
重量％を超える場合は、作業粘度が高くなるので作業性に問題が発生する。
【００２０】
　また、前記アクリレートモノマーが３０重量％未満である場合は、基材フィルムの初期
接着力が低下するおそれがあり、前記アクリレートモノマーが７０重量％を超える場合は
、凝集力の低下によって耐久性に問題が発生するおそれがある。
【００２１】
　前記基材フィルムが含むウレタンアクリレートオリゴマーは、ポリオール共重合体、イ
ソシアネート化合物及びヒドロキシ基を有するアクリレートを混合して合成してもよい。
【００２２】
　前記ポリオール共重合体は、（―ＣＨ2ＣＨ2Ｏ―）ｍまたは（―ＣＨ2ＣＨ（ＣＨ2ＣＨ

3）Ｏ―）ｎ（ｎ、ｍ＝整数）の反復単位を含むものであって、ポリオール共重合体の好
ましい例としては、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール、ポリカーボネー
トポリオール、ポリカプロラクトンポリオールまたはリング開環テトラヒドロフランプロ
ピレンオキシド共重合体（ｔｅｔｒａｈｙｄｒｏｆｕｒａｎｅ　ｐｒｏｐｙｌｅｎｅｏｘ
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ｉｄｅ　ｒｉｎｇ　ｏｐｅｎｉｎｇ　ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ）などがある。
【００２３】
　前記ポリカーボネートポリオールは、他のポリオールに比べて耐加水分解性、耐久性及
び耐熱性に優れるので、本発明のウレタンアクリレートオリゴマーを形成するにおいても
靭性に優れるという点で好ましい。
【００２４】
　前記ポリオール共重合体は、場合に応じて、ソルビタン脂肪酸エステル（ｓｏｒｂｉｔ
ａｎ　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄ　ｅｓｔｅｒ）、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エス
テル（ｐｏｌｙｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｓｏｒｂｉｔａｎ　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄ　ｅ
ｓｔｅｒ）またはこれらの混合物と混合して共に使用されてもよい。
【００２５】
　前記イソシアネート化合物は、１個～３個のイソシアネート基を有することが好ましく
、２，４―トリエンジイソシアネート（２，４―ｔｏｌｙｅｎｅ　ｄｉｉｓｏｃｙａｎａ
ｔｅ）、１，５―ナフタレンジイソシアネート（１，５―Ｎａｐｈｔｈａｌｅｎｅｄｉｉ
ｓｏｃｙａｎａｔｅ）、２，６―トリエンジイソシアネート、１，３―キシレンジイソシ
アネート（１，３―Ｘｙｌｅｎｅｄｉｉｓｏｃｙａｎａｔｅ）、１，４―キシレンジイソ
シアネート、１，６―へキサンジイソシアネート（１，６―ｈｅｘａｎｅｄｉｉｓｏｃｙ
ａｎａｔｅ）、イソホロンジイソシアネート（ｉｓｏｐｈｏｒｏｎｅｄｉｉｓｏｃｙａｎ
ａｔｅ；ＩＰＤＩ）及びこれらの混合物からなることが好ましい。
【００２６】
　前記ヒドロキシ基を有するアクリレートは、例えば、２―ヒドロキシエチル（メタ）ア
クリレート、２―ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４―ヒドロキシブチル（メ
タ）アクリレート、６―ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート、８―ヒドロキシオク
チル（メタ）アクリレートなどを含んでもよい。
【００２７】
　また、前記ウレタンアクリレートオリゴマーには、ウレタン反応触媒、重合開始剤など
が添加されてもよい。前記ウレタン反応触媒は、ウレタン反応中に少量添加される触媒で
あって、銅ナフテネート（ｃｏｐｐｅｒ　ｎａｐｈｔｈｅｎａｔｅ）、コバルトナフテネ
ート、亜鉛ナフテート、ｎ―ブチルチンラウレート（ｂｕｔｙｌｔｉｎｌａｕｒａｔｅ）
、トリスチルアミン（ｔｒｉｓｔｈｙｌａｍｉｎｅ）または２―メチルトリエチレンジア
ミドを含むことが好ましい。
【００２８】
　また、前記重合開始剤は、ジブチルチンラウレート（ＤＢＴＤＬ）、ヒドロキノン（ｈ
ｙｄｒｏｑｕｉｎｏｎｅ）、ヒドロキノンモノメチルエーテル、パラ―ベンゾキノン、フ
ェノチアジン及びこれらの混合物からなることが好ましい。
【００２９】
　より具体的に、前記ウレタンアクリレートオリゴマーの重量平均分子量が５，０００～
５０，０００であってもよい。前記ウレタンアクリレートの重量平均分子量が５，０００
未満である場合は、伸率が低下するおそれがあり、前記ウレタンアクリレートの重量平均
分子量が５０，０００を超える場合は、高い粘度によって作業性に問題が発生する。
【００３０】
　前記基材フィルムが含む前記アクリレートモノマーとしては、その種類が特別に限定さ
れることはなく、例えば、アルキルアクリレートを使用してもよい。このとき、モノマー
に含まれるアルキル基が過度に長鎖になると、粘着剤の凝集力が低下し、ガラス転移温度
（Ｔｇ）または粘着性の調節が難しくなるおそれがあるので、炭素数が１～１２であるア
ルキル基を有するアルキルアクリレートを使用することが好ましい。
【００３１】
　このようなモノマーの例としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ｎ―プ
ロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ｎ―ブチルアクリレート、ｔ―ブチル
アクリレート、ｓｅｃ―ブチルアクリレート、ペンチルアクリレート、２―エチルヘキシ
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ルアクリレート、２―エチルブチルアクリレート、２―ヒドロキシエチルアクリレート、
ｎ―オクチルアクリレート、イソオクチルアクリレート、イソボニルアクリレート、イソ
ノニルアクリレート、ラウリルアクリレート、フェノールアクリレート及びテトラデシル
アクリレートを挙げてもよく、これらのうち一つ以上を混合して使用してもよい。
【００３２】
　前記基材フィルムは、前記アクリレートモノマーの種類のうち、イソボニルアクリレー
トまたは２―ヒドロキシエチルアクリレートを必須成分として含ませてもよい。アクリレ
ートモノマーとしてイソボニルアクリレートまたは２―ヒドロキシエチルアクリレートを
含ませる場合、基材フィルムは、粘着層と相溶可能な粘着力を有しながらも、優れた耐水
性を有するようになる。
【００３３】
　また、本発明において、前記イソボニルアクリレートまたは２―ヒドロキシエチルアク
リレートをウレタンアクリレートオリゴマーと混合する場合、ウエハーの保護フィルムへ
の適用時に、ウエハー表面への濡れ性、耐水性及び再剥離性により優れるので、バリの発
生を最小化する基材フィルムを得ることができるという利点がある。
【００３４】
　本発明の基材フィルムは、一定含量のウレタンアクリレートオリゴマー及びアクリレー
トモノマーを含み、０．０１重量％～５．０重量％の光開始剤をさらに含んでもよい。前
記光開始剤が０．０１重量％未満で含まれる場合は、硬化速度が著しく低下し、硬化効率
が低下するおそれがあり、前記光開始剤が５．０重量％を超えて含まれる場合は、残存成
分によって物性が低下するという問題がある。
【００３５】
　前記光開始剤としては、商業的に収得可能なチバガイギー（Ｃｉｂａ　Ｇｅｉｇｙ）社
のイルガキュア（Ｉｒｇａｃｕｒｅ）＃１８４（ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケト
ン（ｈｙｄｒｏｘｙｃｙｃｌｏｈｅｘｙｌ　ｐｈｅｎｙｌｋｅｔｏｎｅ））、イルガキュ
ア（Ｉｒｇａｃｕｒｅ）＃９０７（２―メチル―１［４―（メチルチオ）フェニル］―２
―モルホリノ――プロパン―１―オン（２―ｍｅｔｈｙｌ―１［４―（ｍｅｔｈｙｔｈｉ
ｏ）ｐｈｅｎｙｌ］―２―ｍｏｒｐｈｏｌｉｎｏ―ｐｒｏｐａｎ―１―ｏｎ））、イルガ
キュア（Ｉｒｇａｃｕｒｅ）＃５００（ヒドロキシケトンとベンゾフェノン（ｈｙｄｒｏ
ｘｙ―ｋｅｔｏｎｅｓ　ａｎｄ　ｂｅｎｚｏｐｈｏｅｎｏｎｅ））、イルガキュア（Ｉｒ
ｇａｃｕｒｅ）＃６５１（ベンジルジメチルケトン（ｂｅｎｚｉｌｄｉｍｅｔｈｙｌ―ｋ
ｅｔｏｎｅ））、ダロキュア（Ｄａｒｏｃｕｒｅ）＃１１７３（２―ヒドロキシ―２―メ
チル―１―フェニル―プロパン―１―オン（２―ｈｙｄｒｏｘｙ―２―ｍｅｔｈｙｌ―１
―ｐｈｅｎｙｌ―ｐｒｏｐａｎ―１―ｏｎｅ））、ダロキュア（Ｄａｒｏｃｕｒｅ）＃１
１６、ＣＧＩ＃１８００（ビスアシルホスフィンオキシド（ｂｉｓａｃｙｌｐｈｏｓｐｈ
ｉｎｅｏｘｉｄｅ））またはＣＧＩ＃１７００（ビスアシルホスフィンオキシドとベンゾ
フェノン（ｂｉｓａｃｙｌｐｈｏｓｐｈｉｎｅ　ｏｘｉｄｅ　ａｎｄ　ｈｙｄｒｏｘｙ　
ｋｅｔｏｎｅ））を使用してもよい。
【００３６】
　また、本発明の基材フィルムには、その他添加剤として通常の消泡剤、レベリング剤ま
たは付着増強剤などを効果量だけ、好ましくは０．１重量％～１重量％さらに使用しても
よい。
【００３７】
　前記基材フィルムの厚さは５０μｍ～３００μｍであることを特徴とする。前記基材フ
ィルムの厚さが５０μｍ未満である場合は、ウエハー研磨工程中に衝撃を吸収できないの
でウエハー変形のおそれがあり、前記基材フィルムの厚さが３００μｍを超える場合は、
研磨加工後に薄いウエハーから接着フィルムを除去するとき、曲げ応力（ｂｅｎｄｉｎｇ
　ｓｔｒｅｓｓ）によってウエハーが破損するおそれがある。
【００３８】
　本発明は、引張塑性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）が０．０１５以
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下で、延伸率が２５０％以上である基材フィルム１０、及び前記基材フィルム１０上に形
成された粘着層２０を含むことを特徴とする粘着フィルムを提供する。このとき、前記粘
着層２０は、シリコン系粘着剤、合成ゴム系接着剤、天然ゴム系粘着剤またはアクリル系
粘着剤を含むことを特徴とする。
【００３９】
　また、前記粘着層には、発明の効果に影響を及ぼさない範囲内で、前記成分に粘着性付
与樹脂、低分子量体、エポキシ樹脂、硬化剤、紫外線安定剤、酸化防止剤、調色剤、補強
剤、消泡剤、界面活性剤、発泡剤、有機塩、増粘剤及び難燃剤からなる群から選ばれた一
つ以上の添加剤をさらに含んでもよい。
【００４０】
　本発明の基材フィルム上に形成された粘着層の厚さは０．５μｍ～５０μｍであること
が好ましく、１μｍ～３０μｍであることがより好ましい。前記粘着層の厚さが前記範囲
を逸脱する場合は、均一な粘着層を得にくいので、フィルムの物性が不均一になるおそれ
がある。より具体的に、粘着層の厚さが０．５μｍ未満である場合は、粘着力が低下する
おそれがあり、粘着層の厚さが５０μｍを超える場合は、接着力の増加により、粘着フィ
ルムの除去時にウエハーに粘着フィルムが残存するという問題がある。
【００４１】
　本発明の粘着フィルムにおいては、基材フィルム及び粘着層の他に、前記粘着層上に形
成された剥離フィルムをさらに含んでもよい。前記のような剥離フィルムとしては、その
具体的な種類が特別に限定されることなく、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）フィルムまたはオレフィン系フィルムなどの一面または両面をシリコンまたはアルキ
ド系列の離型剤で離型処理したフィルムを使用してもよい。前記のような剥離フィルムの
厚さは、その用途によって適宜設定されるものであって、特別に限定されることなく、例
えば、１０μｍ～７０μｍの範囲で適宜選択されてもよい。
【００４２】
　本発明の粘着フィルムは、半導体ウエハーの裏面研削時における保護フィルムなどの半
導体加工用フィルムとして用いられてもよい。このような本発明の粘着フィルムは、上述
したような特徴的な物性を満足する基材フィルムの使用により、優れた切断性、付着性、
緩衝性及びクッション性を示すので、ウエハーの裏面研削などの工程で製品の量産効率を
向上させることができる。
【００４３】
　粘着フィルムの製造方法
【００４４】
　また、本発明は、ウレタンアクリレートオリゴマー及びアクリレートモノマーを含む組
成物を用意するステップ；前記基材フィルム組成物を硬化することによって基材フィルム
を形成するステップ；及び前記基材フィルム上に粘着剤層を形成するステップ；を含み、
前記基材フィルムは、引張塑性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）が０．
０１５以下で、延伸率が２５０％以上であることを特徴とする粘着フィルムの製造方法を
提供する。
【００４５】
　本発明の粘着フィルムの製造方法は、上述したウレタンアクリレートオリゴマー及びア
クリレートモノマーを含む組成物を用意するステップを含む。このとき、前記組成物は、
通常の方法、例えば、ウレタンアクリレートオリゴマー、アクリレートモノマー及び光開
始剤などを順次添加し、常温で１０００ｒｐｍ以上の均一な速度で撹拌して得ることがで
きる。
【００４６】
　前記組成物に光照射によるＵＶ硬化を行うことによって基材フィルムを形成してもよく
、硬化された前記基材フィルム上に粘着層を形成してもよい。このとき、前記基材フィル
ム上に粘着層を形成する方法は、特別に限定されない。
【００４７】
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　例えば、前記基材フィルム上に粘着層を形成する方法としては、前記基材フィルムの表
面に直接バーコート、ナイフコート、ロールコート、スプレーコート、グラビアコート、
カーテンコート、コンマコート及び／またはリップコートなどの手段を用いて粘着剤コー
ティング液を塗布及び乾燥させる方法、粘着剤コーティング液を剥離性基材の表面に塗布
及び乾燥させた後、前記剥離性基材の表面に形成された粘着剤層を基材フィルムの表面に
転写して熟成させる方法などを使用してもよい。
【００４８】
　本発明の粘着フィルムは、半導体ウエハーの表面を保護するためのものであって、半導
体ウエハーの一面に、引張塑性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）が０．
０１５以下で、延伸率が２５０％以上である基材フィルム、及び前記基材フィルム上に形
成された粘着層を含む粘着フィルムを付着させるステップ；及び前記粘着フィルムが付着
した半導体ウエハーを加工するステップ；を通じて半導体ウエハーを加工してもよい。
【００４９】
　このとき、前記半導体ウエハーの加工時には、バックグラインディングまたはダイシン
グ工程を行ってもよく、前記粘着フィルムをプレス法またはホットロールラミネート法な
どの手段でウエハーに合板し、これを研磨機などの研削工具に固定させた後でバックグラ
インディング工程を行ってもよい。
【００５０】
　前記のように、本発明の粘着フィルムは、一定の引張弾性領域及び引張塑性領域の面積
比及び延伸率を有する基材フィルムを含むことによって、ウエハーの切断時に発生するバ
リを最小化し、さらに、ウエハーに対する濡れ性、剥離性及び耐水性などに優れるので、
バックグラインディング工程に効果的に適用することができ、前記バックグラインディン
グ工程を行った後、ウエハーのダイシング、ダイボンディング、ワイヤボンディング及び
モールディングなどの一般的な半導体パッケージング工程を連続して行うことができる。
【００５１】
　以上では、本発明の実施例を中心に説明したが、これは例示的なものに過ぎなく、本発
明が属する技術分野で通常の知識を有する技術者であれば、これから多様な変形及び均等
な他の実施例が可能であることを理解するだろう。したがって、本発明の真の技術的保護
範囲は、以下で記載する特許請求の範囲によって判断すべきであろう。
【００５２】
　＜実施例及び比較例＞
【００５３】
　製造例Ａ
【００５４】
　ポリカーボネートポリオール５３重量％とイソホロンジイソシアネートを２７重量％を
８０℃で反応させた後、これにヒドロキシエチルアクリレート２０重量％添加して反応さ
せることによって、ウレタンアクリレートオリゴマーを製造した。
【００５５】
　製造例Ｂ
【００５６】
　ポリカーボネートポリオール６８重量％、イソホロンジイソシアネート２２重量％及び
ヒドロキシエチルアクリレート１０重量％を使用して前記製造例Ａのようにウレタンアク
リレートオリゴマーを製造した。
【００５７】
　製造例Ｃ
【００５８】
　ポリエーテルポリオール７０重量％、イソホロンジイソシアネート２０重量％及びヒド
ロキシエチルアクリレート１０重量％を使用して前記製造例Ａのようにウレタンアクリレ
ートオリゴマーを製造した。
【００５９】
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　製造例Ｄ
【００６０】
　ポリエーテルポリオール８１重量％、イソホロンジイソシアネート１０重量％及びヒド
ロキシエチルアクリレート９重量％を使用して前記製造例Ａのようにウレタンアクリレー
トオリゴマーを製造した。
【００６１】
【表１】

【００６２】
前記表１に示したウレタンアクリレートオリゴマーと下記の表２に示したアクリレートモ
ノマーを常温で１５００ｒｐｍの均一な速度で撹拌することによって実施例及び比較例の
組成物を得て、前記組成物のＵＶ硬化によって厚さ１６０μｍの基材フィルムを形成した
。
【００６３】

【表２】

【００６４】
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　＜実験例＞―引張試験を通じたバリの発生程度の測定
【００６５】
　測定機器（ＸＰ　ｐｌｕｓ、ＴＡ（製））の機械方向に１０ｍｍ、機械方向と直交する
方向に８０ｍｍのサイズに基材フィルムを裁断することによって試片を製造した後、試片
の縦方向（機械方向と直交する方向）に上端と下端にそれぞれ２０ｍｍの長さだけテープ
で試片を取り囲む。その後、測定機器で試片の上端及び下端にテーピングされた部分（２
０ｍｍ）を固定させ、３００ｍｍ／ｍｉｎの引張速度の条件で引っ張りながら、試片が切
断されるまでの距離によって測定された荷重（ｆｏｒｃｅ）のグラフ（Ｘ軸：ｄｉｓｔａ
ｎｃｅ、Ｙ軸：ｆｏｒｃｅ）にフィルムの広さ及び厚さを適用し、延伸率（ｅｌｏｎｇａ
ｔｉｏｎ）と引張強度（ｔｅｎｓｉｌｅ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）のグラフ（Ｘ軸：ｅｌｏｎ
ｇａｔｉｏｎ、Ｙ軸：ｔｅｎｓｉｌｅ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）に示した。
【００６６】
　１）引張塑性領域Ａに対する引張弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）＝降伏強度を基準にし
て引張長さ０から降伏強度までの引張曲線積分面積／降伏強度から一定引張長さまでの引
張曲線積分面積
【００６７】
　２）延伸率＝（破断時の長さ－初期長さ）／初期長さ×１００
【００６８】
　３）バリ（Ｂｕｒｒ）＝速度を１０ｍ／ｍｉｎにし、前記実施例及び比較例の基材フィ
ルム１００ｍをスリッティングしたとき、バリ（Ｂｕｒｒ）の個数が５０個以下である場
合は○、５０個～２００個である場合はΔ、２００個以上である場合はＸと表示する。
【００６９】
【表３】

【００７０】
　前記の測定した延伸率、引張塑性領域Ａに対する認定弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）及
びバリの発生有無を前記表３に整理して記載した。実験結果を参考にすると、実施例１～
４の場合、基材フィルムの延伸率が２５０％以上と、引張塑性領域Ａに対する引張弾性領
域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）が０.０１５以下と測定された。また、基材フィルムをスリッテ
ィングすることによってバリの発生有無も測定したが、全てのバリの個数が５０個以下で
あって、最小限のバリを発生させたことが確認された。
【００７１】
　特に、ウレタンアクリレートオリゴマーの形成においてポリオール共重合体を含むが、
ポリカーボネートポリオールを使用して製造された実施例１及び２の場合、ポリエーテル
ポリオールを使用して製造された実施例３及び４の場合に比べてバリの発生効果により優
れることが分かった。
【００７２】
　これに比べて、基材フィルムの延伸率が２５０％以下であるか、引張塑性領域Ａに対す
る引張弾性領域Ｂの面積比（Ｂ／Ａ）が０.０１５以上と測定された比較例１～４の場合
、スリッティング時、バリが５０個を超えて２００個以上まで発生することが確認された
。
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